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第１ 入札の全般に関する事項 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件名 

    令和８年度適正服薬推進事業業務 

（２）概要 

別紙仕様書のとおり 

（３）委託期間（履行期間） 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 入札参加資格 

入札に参加することができる者は、以下の要件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当するため、熊本県知事又は 

熊本県内の市町村長が一定の期間を定めて競争入札に参加させないことと 

した者に該当しない者 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条、民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）第２１条の規定による更生手続又は再生手続の開始の

申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がな

されている者 

（４）熊本県後期高齢者医療広域連合が行う契約等における暴力団等排除措置に

関する事務取扱要領第２条第４号に規定する暴力団等又は第５号に規定す

る暴力団等関係者ではない者 

（５）法人税、消費税及び地方消費税、事業税その他の国税、県税及び市町村民

税（熊本県内に営業所等がない場合は、本社所在地等）の滞納がない者 

（６）過去２年間の間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を２回以上にわたって、すべて誠実に履行した者 

（７）個人情報保護方針が制定されており、プライバシーマークを取得している

こと 

 

３ 入札説明書の交付 

入札説明書を次のとおり交付する。 

なお、入札説明書は、広域連合ホームページ（入札公告）からダウンロード

することができる。 

（１）交付期間 

公告日から令和８年３月４日（水）まで 
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＊土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。 

（２）交付時間 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（３）交付場所 

〒862－0911 熊本市東区健軍２丁目４番１０号 

熊本県市町村自治会館２階 熊本県後期高齢者医療広域連合 

事業課 保健事業班（TEL 096-368-6777） 

 

４ 入札参加資格の確認 

入札参加希望者は、一般競争入札参加申請書（様式第１号）及び添付資料（以

下「申請書類」という。）を広域連合保健事業班担当者（以下「契約担当者」と

いう。）へ提出し、本件の入札参加資格の有無について確認を受けなければなら

ない。  

なお、提出期限までに申請書類を提出しない者又は入札参加資格を有しない

と認められた者は、本件の入札に参加することができない。 

（１）提出期間 

公告日の翌日から令和８年３月４日（水）まで 

＊土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。 

（２）受付時間 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（３）提出場所 

記「３（３）」に同じ。 

（４）申請書類 

ア 本件についての一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

イ 使用印鑑届（様式第２号） 

ウ 会社経歴書（様式第３号） 

エ ウに記載した適正服薬推進事業業務に係る契約書の写し、業務完了時の

検査証明書の写し 

オ 支店長等が本社から委任され契約者となる場合にあっては、委任状（様

式第４号の１） 

カ 営業所一覧表（任意様式） 

キ 役員等名簿及び照会承諾書（様式第５号） 

ク 市町村民税、県税、国税それぞれの納税証明書 

＊熊本県内に営業所等がない場合は、本社所在地等の滞納がない旨を確

認できる書類 

＊滞納又は未納がないことを証するものに限る。 
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（提出日を基準に３か月以内に発行されたもの） 

ケ 定款 

コ 商業・法人登記簿謄本（提出日を基準に３か月以内に発行されたもの） 

サ 財務諸表（直近２年分） 

シ 印鑑証明書（提出日を基準に３か月以内に発行されたもの） 

ス 個人情報保護方針及びプライバシーマークの取得状況を確認できるも 

 の（任意様式） 

（５）その他 

ア 申請書類の作成費用は入札参加希望者の負担とする。 

イ 申請書類の提出は、期間内に提出場所へ持参又は郵送により行う。 

ウ 申請書類は返却しない。 

エ 記「 （４）」クからスまでの書類については、写しの提出でも可とする。 

オ 提出された申請書類に不備があった場合、修正を行い、記「 （１）」の提

出期間までに再提出すること。 

カ くまもと県市町村電子入札システム内の有資格者情報に登録されてい

る者は、記「（４）」キからサの書類を省略することができる。 

 

５ 入札参加資格審査結果の通知 

申請書類を提出した者のうち、資格が確認できた者に対しては、入札参加資

格がある旨を、資格が確認できなかった者に対しては、入札参加資格がない旨

及びその理由を一般競争入札参加資格審査結果通知書（様式第６号）により令

和８年３月１１日（水）までに通知する。 

 

６ 入札に関する質問 

（１）入札に関する質問がある場合は、質問書（様式第７号）により、電子メー

ルにて提出すること。なお、入札参加資格に関する問合せについては、記「３

（３）」において随時行っているため、質問書による提出はしないこと。 

（２）質問書の送付先となる電子メールのアドレスは、 

koukikoureisya@kumamoto-kouiki.jpとする。 

（３）質問の受付期間は、公告日から令和８年２月２５日（水）正午までとする。 

（４）回答は、記（３）から２営業日以内に電子メールによって行い、併せて広

域連合ホームページにも掲載する。 

 

７ 入札執行手続等 

本件は、一般競争入札によるため、この入札説明書に基づき本件に関する入

札書を提出すること。 
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なお、入札書の詳細な作成方法は、「第２ 入札書作成要領」による。 

（１）入札日 

令和８年３月１９日（木） 午後３時 

（２）入札場所 

熊本市東区健軍２丁目４番１０号 熊本県市町村自治会館 ２階 

熊本県後期高齢者医療広域連合 会議室 

（３）提示書類 

入札参加資格確認のため、一般競争入札参加資格審査結果通知書（写し可）

を契約担当者の求めに応じ提示すること。 

（４）契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国の通貨に限る。 

（５）入札方法 

ア 入札書持参による入札とする。 

イ 入札に参加する者は、本人確認書類（免許証等）を持参すること。 

ウ 代理人をもって入札する場合は、入札書に委任者と代理人を併記し、当

該代理人の記名をもって入札すること。また、代理人は委任状（様式第４

号の２）と代理人の本人確認書類（免許書等）を持参すること。 

エ 入札担当者は前述の本人確認書類をもって、入札書の記載事項を検査す

る。 

オ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額にその金額の１０

０分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問

わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する額を入札書

に記載すること。 

（６）入札保証金 

見積る契約金額の１００分の５以上の入札保証金を入札日までに納入し

なければならない。ただし、熊本県後期高齢者医療広域連合契約事務規則（以

下「契約規則」という。）第４条第２号の規定に該当する場合は免除すること

ができる。 

（７）契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を契約締結のときまでに納入しなければ

ならない。ただし、契約規則第２８条第２項第３号の規定に該当する場合は

免除することができる。 

（８）入札の無効 
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期限までに入札参加申請書類を提出していない者、入札に参加する資格の

ない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書において示

した条件等に違反した入札は、無効とする。 

なお、広域連合により入札参加資格のある旨が確認された者であっても、

確認の後、入札時点において記「２」に掲げる資格のない者のした入札は、

無効とする。 

（９）落札者の決定方法 

落札者の決定に当たっては、予定価格の制限の範囲内で、最も低価格にて

入札した者とする。ただし、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上

あるときは、直ちにくじ引きを行い決定する。 

（10）落札者が契約を締結しない場合の措置 

落札者が契約を締結しないときには、次点となった入札者と契約の交渉を

行う。なお、次点者となる者が２者以上あるときは、くじ引きにより決定す

る。 

（11）入札の申請者が１者の場合の取扱い 

一般競争入札参加申請書提出期限内に申請者が１者の場合であっても、２

者以上の場合と同様に、本入札説明書に従って入札させ、かつ、入札金額が

予定価格の制限の範囲内である場合には、落札者として決定する。 

（12）入札参加者の入札価格等の公表 

入札参加者全ての商号及び入札価格は落札者決定後、広域連合ホームペー

ジにより公表する。 

 

８ 契約等に関する事項 

（１）本件は、一般競争入札とし、入札価格により落札者を決定する。 

（２）落札者との契約については、「第７ 令和８年度適正服薬推進事業業務委

託契約書（案）」に基づき、落札後に広域連合が示す契約書をもって契約締結

するものとする。 

（３）本契約に関する不正行為を原因とする契約解除条項を契約書に盛り込むも

のとする。  

（４）支払は請求書を受け取った日から３０日以内に行うものとする。 

 

９ その他  

（１）入札は、「第４ 一般競争入札心得」に基づき、実施するものとする。 

（２）入札参加申請書等の記載事項に変更があった場合は、記載事項変更届（様

式第８号）により、遅滞なく、変更内容を証明できる書類を添えて、届けな

ければならない。 
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（３）申請書類を提出した後に入札参加を辞退する場合は、入札辞退届（様式第

１０号）により届けなければならない。 

 

 

10 入札書に関する事項 

（１）入札書の種類 

入札にあたっては入札書（様式第９号）を使用すること。 

また、落札した場合は、後日、見積書（任意様式）を提出すること。 

（２）入札書作成要領 

詳細は、「第２ 入札書作成要領」による。 

 

第２ 入札書作成要領 

１ 入札書の種類及び提出部数等 

入札書（様式第９号） １部 

 

２ 入札書の作成要領 

入札書による入札を行う場合は、次の事項に注意し、入札を行うこと。 

ア 入札書に記名を忘れずに入札すること。 

イ 入札書に記載する日付は、入札日を記載すること。 

ウ 入札金額は、契約希望金額の１１０分の１００に相当する額（いわゆる

税抜き価格）を入札書に記載すること。 

エ 入札書は、封筒に入れず入札箱へそのまま入札すること。 

オ 代理人をもって入札する場合は、入札書に 「当該代理人の氏名」を記入

すること。また、代理人は委任状（様式第４号の２）を持参すること。な

お、入札者又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になるこ

とができない。 

カ 落札者は、後日、明細書を提出すること。 

 

第３ 落札者決定基準  

令和８年度適正服薬推進事業業務に係る落札者決定基準については、予定価

格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者とする。ただし、

落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちにくじ引きを

行い、落札者を決定する。 

なお、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札をした者がいないときは、

直ちにその場所において、１回に限り再度入札に付するものとする。 
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第４ 競争入札心得 

熊本県後期高齢者医療広域連合競争入札心得 

 

（目的） 

第１条 この心得は、熊本県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）

が実施する競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が、

守らなければならない事項を定めるものとする。 

 

（法令等の遵守） 

第２条 入札参加者は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行

令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。）、この心得、入札説明書等の

各条項等を遵守しなければならない。 

２ 入札参加者は入札に際し、入札担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力し、

いやしくも不穏当な言動等により、正常な入札の執行の妨げとなり、他の入札

参加者の迷惑となるようなことを避けるほか、常に善良なる入札参加者として

の態度を保持しなければならない。 

３ 入札参加者は、入札説明書等により契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入

札しなければならない。 

 

（公正な入札の確保） 

第３条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）等に抵触する行為を行っては

ならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と

入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定め

なければならない。 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図

的に開示してはならない。 

 

（入札参加資格） 

第４条 入札参加者は、令第 167 条の６第１項の規定による公告（以下「公告」

という。）において指定した期日までに、公告又は入札説明書において指定した

書類を入札担当者等に提出し、当該競争の参加資格の有無について確認を受け

なければならない。 
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２ 次の各号の一に該当する者は、入札に参加することができない。 

（１）前項に規定する公告に掲げる入札参加に必要な資格を有しない者 

（２）入札参加申請をしていない者 

（３）入札日において、入札参加に必要な資格を有しなくなった者 

（４）前各号に挙げるもののほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすお

それがある者 

 

（入札の方法） 

第５条 入札参加者は、定められた日時に、定められた場所へ、所定の入札書を

記名のうえ、持参により提出しなければならない。 

２ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を入札参加時に入札

担当職員に提出しなければならない。この場合、入札書には、委任者と代理人

を併記し、代理人の記名をもって入札するものとする。 

３ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の

代理人をすることはできない。 

４ 入札参加者は、その入札に関し、いかなる協議・協定又は公正な入札執行の

妨げをしてはならない。 

５ 入札参加者は、落札者が契約締結することを妨げてはならない。 

６ 入札参加者は、入札書を提出する際は、次の各号により行わなければならな

い。 

（１）入札書に記名のうえ、申し込まなければならない。 

（２）入札書の日付は、入札日を記載しなければならない。（入札書記入の日を記

入しないこと。） 

 

（入札の辞退） 

第６条 入札参加者は、入札の完了まで、いつでも入札を辞退することができる。 

２ 入札参加者が入札を辞退するときは、入札執行前までに入札辞退届を入札担

当職員等に提出するものとする。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として、以後の入札等について不利益な取

扱いを受けるものではない。 

 

（入札書の書換え等の禁止） 

第７条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をするこ

とができない。 
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（入札の中止等） 

第８条 入札参加者が談合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を

公正に執行することができないと認められるときは、当該入札に関する調査を

行い、入札の執行を延期し、又は入札の執行を取り止めることがある。 

２ 入札の執行に際して、天災地変、その他やむを得ない事由が生じたときは、

入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。 

 

（開札） 

第９条 開札は、入札会場において入札書提出後直ちに行う。 

 

（入札の無効） 

第 10 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

（１）第４条第２項各号の一に該当する入札に参加する資格を有しない者のした

入札 

（２）所定の日時までに所定の場所へ提出されない入札 

（３）委任状を提出しない代理人のした入札 

（４）委任者名の併記されていない委任状を提出した代理人がした入札 

（５）金額の表示がない入札、金額を訂正した入札又は金額の記載の不鮮明な入

札 

（６）誤字・脱字等により、意思表示の内容の不明瞭な入札 

（７）入札に際して談合等不正行為を行ったと認められる者のした入札 

（８）契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札 

（９）その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって、著しく不適当であると認められる入札 

（10）同一の入札について、２以上の入札をした者の入札 

（11）同一の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入

札 

（12）同一の入札について、２以上の代理人をした者の入札 

（13）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

（入札金額の記載） 

第 11 条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地

方消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額とするので、入札参加
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者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、消費税及び

地方消費税を抜いた金額（税抜金額）を入札書に記載すること。 

 

（落札者の決定） 

第 12 条 落札者の決定に当たっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって入札した者を落札者として決定する。契約金額は、入札書に記載された

金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額とする。 

２ 前項の規定により落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるとき

は、直ちに、くじ引きにより落札者を決定する。 

３ 開札に際して予定価格の制限に達しないときは、再度入札を実施することが

できる。 

 

（契約書の提出） 

第 13 条 契約書を作成する場合においては、落札者は契約書に記名押印し、落

札決定の日の翌日から起算して、10 日以内に入札（契約）担当職員に提出しな

ければならない。ただし、入札（契約）担当職員の承諾を得た場合は、この期

間を変更することができる。 

２ 落札者が前項に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札者としての

権利を失う。 

 

（違約金の徴収） 

第 14 条 落札者が契約を締結しないときは、契約希望金額の 100 分の５に相当

する金額を違約金として納付しなければならない。 

 

（契約の解除） 

第 15 条 落札者が契約を締結した場合において、当該落札者（以下「受託者」と

いう。）が、独占禁止法、刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の３、第 198

条又は契約条項に違反する行為を行ったと認められるときは、広域連合は契約

を解除することがある。 

 

（不正行為に係る賠償額の予定等） 

第 16 条 受託者は、前条にいう独占禁止法若しくは刑法に違反する行為が確定

したとき又は契約条項に違反する行為若しくは法令の規定に該当する行為を

行ったと認められるときは、広域連合が契約を解除するか否かを問わず、賠償

金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。な
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お、賠償金の支払は、広域連合と締結した契約において前述の行為があった場

合又はその疑いがある場合とする。 

２ 受託者は、広域連合に生じた実際の損害額が前項に定める額を超えるとき

は、超過分を支払わなければならない。 

３ 前２項の規定は、その契約に係る業務内容が完了した後においても同様とす

る。 

 

（異議の申立） 

第 17 条 入札をした者は、入札後において、この心得、契約書案等の内容につい

て、不明、錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

 

（その他） 

第 18 条 入札に際しては、全て入札担当職員の指示に従うこと。 
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第５ 入札関係様式 

（様式第１号） 

 

一般競争入札参加申請書 

 

令和  年  月  日  

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様 

 

（申 請 者） 

所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職・氏名   

 

 

件名：                         

 

上記件名についての一般競争入札に参加したく、関係書類を添えて申請します。  

なお、申請書及び関係書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

また、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当したときは、入札参加

資格の取消しをされても何ら異議の申し立てを行いません。  
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（様式第２号）  

 

使 用 印 鑑 届 

 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様 

 

 

実印 使用印 

  

 

 

件名：                     

 

上記の印鑑は、本件の次の行為に対し使用したいのでお届けします。 

 

１ 契約を締結すること。 

２ 契約に関する各種証明をすること。 

 

令和  年  月  日  

 

所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職・氏名   
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（様式第３号）  

 

会 社 経 歴 書 

 

所 在 地 

商号又は名称  

代表者職・氏名   

設立年月日 

資本金 

総職員数 

 

下表へ過去２年以内に履行を完了した国又は地方公共団体における類似する

契約の実績を２件以上記載してください。 

契 約 者 契約期間 業 務 名 契約金額（千円） 

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

※主なもの５件（履行実績が５件以内の場合は、全件）を記載してください。 

 

記入責任者 

氏名 

電話   （   ） 

E-mail アドレス  
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（様式第４号の１）  

 

委 任 状 

 

令和  年  月  日 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様  

 

 

申請者 所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職・氏名  印 

 

     件名：                       

 

上記件名に関し次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 

 

代理人 事業所所在地 

 

商号又は名称 

 

職・氏名   

 

記 

 

（委任事項）  

１ 一般競争入札参加資格審査申請その他各種届け出について 

２ 見積又は入札について 

３ 契約の締結について 

４ 契約代金の請求及び受領について 

５ 契約に関する各種証明事項について 

＊委任しない事項については削除すること。 
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（様式第４号の２）  

 

委 任 状 

 

 

令和  年  月  日 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様  

 

 

委任者 所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職・氏名  印 

 

    件名：                        

 

上記件名の入札に関し、次の者を代理人と定め、権限を委任します。  

 

 

 

受任者 職名 

 

氏名   
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（様式第５号） 

 

役員等名簿及び照会承諾書 

 

令和  年  月  日 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様 

 

住 所 

商号又は名称 

代表者                 

 

下記の役員等名簿に相違ないことを誓約するとともに、この名簿に記載した者

について、熊本県後期高齢者医療広域連合が締結する契約等からの暴力団等排除

に伴い熊本県警察本部に照会することを承諾します。 

役職 氏
フリ

 名
ガナ

 住 所 生年月日 性別 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

※ 記載する前に、裏面の注意事項をお読み下さい。 

※ 本承諾書の作成にあたっては、裏面を両面印刷すること。 

 

 

 

17



 

 

（裏） 

 

【注意事項】 

１ 氏名、住所等、この書面に記載された全ての個人情報は、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定に基づいて取り扱うものとし、

熊本県後期高齢者医療広域連合が締結する契約等からの暴力団等排除のため

の措置以外の目的には使用しません。 

熊本県後期高齢者医療広域連合がこれらの情報をもとに熊本県警察本部長

（以下「警察本部長」といいます。）から取得した個人情報についても同様で

す。 

また、警察本部長は熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年

熊本県条例第４４号）の実施機関と定められています。 

 

２ この書面には、次に該当する者を記載してください。なお、氏名は、正確な

字体で記載してください。 

（１）株式会社（特例有限会社を含む。）については、取締役（代表取締役を含

む。）、執行役（代表執行役を含む。）、会計参与及び監査役 

（２）合名会社又は合同会社については、社員 

（３）合資会社については、無限責任社員 

（４）社団法人又は財団法人については、理事、監事及び会計監査人 

（５）（１）から（４）までに掲げる法人以外の法人については、（１）から（４）

までに掲げる役職に相当する地位にある者 

（６）法人格を有しない団体については、代表者及び団体の規約において重要な

意思決定に直接関与することとされる者 

（７）個人については、その者 

（８）次に該当する場合は、（１）から（７）に掲げる者のほか、次の者 

ア 支配人をおく場合は、支配人 

イ 支店長又は営業所長その他の者に契約事務を委任する場合は、支店長又

は営業所長その他の者 

（９）当該法人が会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手

続又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続中で

ある場合は、（１）から（８）までに掲げる者のほか、管財人 

 

３ この書面の記載に当たっては、対象者全ての同意を得てください。 
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（様式第６号） 

 

熊広医○第   号  

令和 年 月 日  

 

         様 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史  

 

一般競争入札参加資格審査結果通知書 

 

 先に申請のあった一般競争入札の参加資格について、下記のとおり決定したの

で通知します。 

記 

 

申 請 の あ っ た 件 名  

入 札 日 時  

入 札 執 行 場 所 
 

入 札 参 加 資 格 の 有 無  

入 札 保 証 金 に つ い て  

参加資格がないと認めた理由 

 

（注）１ この通知（写し可）は、入札書を提出する際に持参すること。 

   ２ この通知を紛失したときは、直ちにその旨を届けること。 
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（様式第７号）  

 

質 問 書 

 

令和  年  月  日 

 

件   名   

 

商号又は名称  

 

代表者職氏名  

 

 

 

 

質 

問 

事 

項 

 

 

質 

問 

理 

由 
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（様式第８号）  

 

記 載 事 項 変 更 届 

 

令和  年  月  日  

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様  

 

所在地（住所）  

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名   

 

    件名：                       

 

上記件名についての一般競争入札参加申請書及び添付書類の記載事項につい

て、下記のとおり変更したので届けます。  

なお、この変更届の記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 変更事項  

 

２ 変更前 

  

３ 変更後 

  

４ 変更年月日   令和  年  月  日  

 

５ 変更理由等  
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（様式第９号）  

 

入 札 書 

 

 

令和  年  月  日  

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様  

 

所 在 地  

 

商号又は名称  

 

代表者職氏名   

 

代理人氏名    

 

熊本県後期高齢者医療広域連合契約規則及び入札説明書等に掲げる事項につ

いて承諾のうえ、入札します。  

 

記 

 

件名：                       

 

金額 

億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 

         

 

（注）１ 入札金額は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する

額を入札書に記載すること。 

２ 金額記載の文字はアラビア数字とし、金額の頭に￥記号をつけるこ

と。 

３ 代理人をもって入札する場合は、当該代理人の氏名を記載すること。 
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（様式第１０号） 

 

入 札 辞 退 届 

 

令和  年  月  日  

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様 

 

 

所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名   

 

 

下記の入札案件について、都合により入札参加を辞退します。 

 

記 

 

１ 入札 日  令和 年 月 日（ ） 

 

２ 件  名   

 

３ 辞退理由  

 

(注意) 

辞退届の提出により、今後、不利益な取扱いを受けることはありません。 
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第６ 令和８年度適正服薬推進事業業務仕様書 

 

１ 業務委託名 

令和８年度適正服薬推進事業業務 

 

２ 業務履行期間  

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務の目的 

 本業務は、委託者 熊本県後期高齢者医療広域連合（以下「委託者」という）が提供す

るレセプトデータ等により、業務委託を受ける者（以下「受託者」という）が抽出した

対象者に対し、処方されている服薬情報を記載した通知書等を送付することで、対象者

が薬局や医療機関に相談することを促し、重複服薬等による薬物有害事象等の発生や医

薬品の飲み残しによる残薬の防止により、被保険者の健康の保持増進を図るとともに、

医療費の適正化を図ることを目的とする。 

 

４ 業務内容 

（１）対象者抽出 

  受託者は、委託者から提供するレセプトデータの分析を行い、併用禁忌服薬者・重複

服薬者・多剤服薬者を抽出する。抽出条件については委託者と協議の上決定し、抽出

人数は２，０００人を目安とする。 

  なお、対象区分に重なりがある場合は、①併用禁忌服薬者、②重複服薬者、③多剤服

薬者の順に区分すること。 

  受託者は、抽出した併用禁忌服薬者・重複服薬者・多剤服薬者に対して、服薬情報通

知（以下、「通知書」という。）を１回送付する。通知対象者は１，０００人を上限と

する。抽出者から通知対象１，０００人を差し引いた残りについては、検証のための

比較対象群とする。 

 

【広域連合より提供データ】 

データの概要 帳簿名 

医科・調剤のレセ電コード情報ファイル 

（対象者抽出期間） 

令和８年２月診療分～令和８年５月診

療分 

（効果分析期間） 

令和８年１０月診療分～令和８年１１

月診療分 

（件数見込み） 

医科 約５００，０００件/月 

調剤 約３００，０００件/月 

医科：21_RECODEINFO_MED.CSV 

調剤：24_RECODEINFO_PHA.CSV 
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健康診査データ（令和６・７年度分） FKAC167 

被保険者マスタ（最新月分） JKA ファイル（CSV） 

外字ファイル KAJO_JM.tte 

※上記の他必要なデータは、別途、委託者と受託者と協議の上、委託者から提供する。 

※データは CD にて提供する。 

※取り扱うデータは個人情報であるため、セキュリティが確保された方法で受け渡しを行

うこととし、受け渡しの手配及び費用は受託者が負担すること。 

 

（２）服薬情報通知の送付等 

 受託者は、通知対象者（以下「介入実施者」という。）に対して、通知書を１回送付する。 

ア 通知書等の作成・送付 

  通知書等の勧奨資材を作成し、送付する。通知書等の規格は任意とするが、誤送付防

止を十分考慮して作成すること。なお、送付にかかる経費は委託料に含む。 

イ 介入実施者等からの問い合わせ対応 

  介入実施者及び医療機関等からの通知書に関する問い合わせに対応する電話窓口を 

設置する。設置機関は、通知書送付後２カ月程度とする。 

 

（３）効果分析 

  受託者は介入実施による効果を下記により分析するものとする。 

ア 併用禁忌服薬者の改善率 

  併用禁忌服薬者の介入実施者を分母、介入実施者のうち併用禁忌服薬者に該当しなく

なった者を分子として改善率を測定する。 

 ※ 「改善者」は、全ての併用禁忌の解消した者とする。 

イ 重複服薬者の改善率 

  重複服薬の介入実施者を分母とし、介入実施者のうち重複服薬者に該当しなくなった 

者を分子として、改善率を測定する。 

 ※「介入実施者の改善率」について、小数点第２位以下は切捨とする。 

ウ 多剤服薬者の改善率 

  多剤服薬の介入実施者を分母とし、介入実施者のうち多剤服薬者に該当しなくなった

者を分子として、改善率を測定する。 

 ※ 「介入実施者の改善率」について、小数点第２位以下は切捨とする。 

エ 医療費適正化効果【一人あたり・一月あたり医薬品にかかる医療費の削減率】 

  介入実施者の抽出期間の医薬品金額を分母、介入実施者の抽出期間の医薬品金額と介

入実施者の効果分析期間の医薬品金額の差額を分子として、改善率を測定する。 

※ 「医薬品金額」は医科レセプト、調剤レセプトのうち医薬品にかかる金額とし、一

人あたり・一月あたりで算出する。 

上記ア～エの測定を通知対象１，０００人に行うとともに、比較対象群についても同様

の測定を行い、事業効果を分析するものとする。 

 

（４）報告書の作成 

25



 

  受託者は、（３）の効果分析後、その内容を「事業結果報告書」及び「介入対象名簿」

としてとりまとめ、「業務完了報告書」と併せて委託者へ提出すること。「事業結果報

告書」及び「介入対象者名簿」は電子媒体での提出、「業務完了報告書」は紙媒体で提

出とする。 

 

５ 契約額及び費用負担 

  本業務は、介入実施者の抽出、通知の発送、分析までを含めた契約とする。この契約

額には、本業務に係る全ての経費（電話窓口設置経費、レセプトデータの取り込み、

介入実施者及び比較対象者の抽出、通知文書の印刷・送付、介入後の効果分析、業務

報告に係る書類作成経費等）を含むものとする。なお、この契約額には、契約期間中

に郵便料金の改定が実施された場合における、当該経費を含むものとする。 

 

６ スケジュール 

（１） 令和８年３月 

広域連合と受託者による打ち合わせ 

（２） 令和８年４月 

通知文書の作成等 

（３） 令和８年７月下旬 

レセプトデータの受け渡し 

（４） 令和８年８月上旬 

介入実施者の抽出 

（５） 令和８年９月下旬 

通知文書の送付 

（６） 令和９年１月下旬 

効果分析用のレセプトデータ送付 

（７） 令和９年３月下旬 

「事業結果報告書」「介入対象者名簿」「委託業務完了報告書」の提出 

 

７ その他特記事項 

（１）受託者は、本委託業務遂行に当たり、委託者の求めに応じて、委託者の事務所又は 

オンラインでの打ち合わせに出席するものとする。 

（２）本委託業務で作成した成果物に係る所有権は、すべて委託者に帰属するものとする。 

（３）委託者及び受託者は、個人情報の保護に関する法律等の関係法令等を遵守しなけれ 

ばならない。 

（４）委託者から提供する個人情報を含むデータについて、業務完了後には速やかに 

   データを返却すること。その際、受託者における保存媒体にも保存していない旨を 

   証明した返却書を添付すること。 

（５）受託者は、事故等が発生した場合には、速やかに委託者に報告するとともに、迅速

かつ的確に対応するものとする。 

（６）この仕様書にない事項については、委託者・受託者双方協議の上、決定する。 
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第７ 令和８年度適正服薬推進事業業務委託契約書（案） 
 

 

 

 

 

 

１ 業務委託名  令和８年度適正服薬推進事業業務 
 

２ 履 行 場 所  受託者事務所及び委託者が指定する場所 
 

３ 履 行 期 間  自  契約締結日 

至  令和９年３月３１日 
 

４ 委託料の額 

 

 
 

（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ￥     － ） 
 

５ 業務委託内容  別紙「仕様書」のとおり 
 

６ 契約保証金  ￥○○,○○○－（又は免除） 
 

  上記業務委託について、委託者 熊本県後期高齢者医療広域連合と受託者   

     とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって

委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

  この契約成立の証として、本書２通を作成し、委託者及び受託者が記名押印

のうえ、各自その１通を保有する。 
 

令和  年  月  日 

          委託者 

所在地 熊本県熊本市東区健軍二丁目４番１０号 

            名 称 熊本県後期高齢者医療広域連合 

            代表者 広域連合長 大西 一史   ㊞ 
 

受託者 

所在地 

名 称 

代表者               ㊞ 

 

 

百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 

           

収 入 

印 紙 
印 
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（目的） 

第１条 熊本県後期高齢者医療広域連合（以下「委託者」という。）と○○○（以下

「受託者」という。）とは、処方されている服薬情報を記載した通知書等を送付す

ることで、対象者が薬局や医療機関に相談することを促し、重複服薬等による薬

物有害事象の発生や医薬品の飲み残しによる残薬の防止により、熊本県後期高齢

者医療被保険者の健康の保持増進を図るとともに医療費の適正化を図ることを

目的とし、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）及び仕様書に基づき、この契約

を履行しなければならない。 

２ 仕様書に明示されていないもの又は仕様書に交互符合しないものがあるとき

は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、委託

者が定めて受託者に指示するものとする。 

３ 受託者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間

（以下「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）

が定められている場合にはこれを委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業

務委託料を支払うものとする。 

４ 業務の履行に必要な一切の経費は、この契約の業務委託料に含まれるものとす

る。 

５ 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基

づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表

者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成

員に対して行ったものとみなす。また、受託者は、委託者に対して行うこの契約

に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

 

（指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、

回答及び解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び

受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、

委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手

方に交付するものとする。 

３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、

当該協議の内容を書面に記録するものとする。 

 

（契約の保証） 

第３条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならな

い。 
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２ 受託者は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、次の各号のいずれかに

掲げる担保措置をとることができる。 

（１）契約保証金の納付に代わる国債の提供 

（２）この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、

委託者が確実と認める金融機関の保証 

３ 受託者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行により生ず

る損害を填補する履行保証保険契約の締結をしたときは、契約保証金の納付を免

除する。この場合において、受託者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその

保険証券を委託者に寄託しなければならない。 

４ 前３項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において

｢保証の額｣という。）は、業務委託料の１０分の１以上としなければならない。 

５ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の１０分

の１に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、

保証の額の減額を請求することができる。 

６ 受託者が第１項及び第２項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保

証は第２７条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証

するものでなければならない。 

７ 前各項の規定は、熊本県後期高齢者医療広域連合契約事務取扱規則（平成２６

年規則第１号）第２８条第２項各号（第１号及び第２号を除く。）の規定に基づ

き、委託者が契約保証金の全部の納付を免除した場合には適用しない。 

 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第４条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この

限りではない。 

２ 受託者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）

を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。

ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（一括再委託等の禁止） 

第５条 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再

委任してはならない。 

２ 受託者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、

あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において受託者は、

委託者から再委託先に関する情報の提供を求められた場合には、速やかにこれに

応じるものとする。 

29



３ 受託者は、前項に基づき再委託を行った場合は、再委託先に対し、この契約に

定める受託者の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に

違反したときは、受託者はその一切の責任を負うものとする。 

 

（秘密の保持） 

第６条 受託者（前条の規定により再委託又は再委任を受けた者を含む。）は、この

契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は業務の目的外に利用してはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（個人情報の保護） 

第６条の２ 受託者は、この契約に基づき委託された業務を実施するに当たっては、

個人情報の取扱いについて、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守

しなければならない。 

 

（第三者の特許権等の使用） 

第７条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護

される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行

方法等を使用するときは、その一切の責任を負わなければならない。 

２ 成果物が第三者の著作権等を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じ

た場合は、受託者は委託者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければなら

ない。 

３ 前項の場合、受託者は、受託者の責任と負担においてこれを解決しなければな

らない。ただし、当該侵害が委託者の責めに帰すべき事由による場合はこの限り

でない。 

 

（監督員） 

第８条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければな

らない。監督員を変更したときも、同様とする。 

２ 監督員は、この契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、おおむ

ね次に掲げる職務を行う。 

（１）業務の履行について、受託者又は次条の規定による受託者の現場責任者に

対する指示、承諾又は協議 

（２）仕様書に基づく業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受託者の

作成したこれらの図書の承認 

（３）仕様書に基づく作業の管理、立会い、業務履行状況の把握 
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３ この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、監督員を経由

して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって委託者に

到達したものとみなす。 

 

（業務責任者） 

第９条 受託者は、業務の履行について管理を行う業務責任者を定め、書面により

委託者に届け出なければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。 

２ 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務

委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第１０条第１項の

請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知

の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切

の権限を行使することができる。 

 

（業務責任者等に関する措置請求） 

第１０条 委託者は、受託者の業務責任者、使用人若しくは作業員又は第５条第２

項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の

履行等につき著しく不適当と認められるときは、その事由を明示して受託者に対

して必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につい

て決定し、その結果を請求日から１０日以内に委託者に通知しなければならない。 

３ 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、

委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを

請求することができる。 

４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につい

て決定し、その結果を請求日から１０日以内に受託者に通知しなければならない。 

 

（履行報告及び調査） 

第１１条 受託者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について委託者に

報告しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し、業

務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 

３ 受託者は、この契約の履行に関し事故が生じたときは、直ちに委託者に当該事

故の状況を報告しなければならない。この場合において、受託者は当該事故によ

る損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

４ 委託者は、業務の実施状況について、受託者の作業する場所等を立ち入り検査

することができる。 
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（仕様書不適合の場合の補正義務） 

第１２条 受託者の業務の履行が仕様書に適合しない場合において、委託者（監督

員を置いたときは監督員）がその補正を要求したときは、受託者は、これに従わ

なければならない。この場合において、受託者は、委託料の増額又は履行期間の

延長を求めることができない。 

 

（仕様書等の変更） 

第１３条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示（以

下この条において「仕様書等」という。）の変更内容を受託者に通知して、仕様書

等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認めら

れるときは履行期間又は業務委託料を変更することができる。 

 

（業務の一時中止） 

第１４条 委託者は、必要があると認めるときは業務の中止内容を受託者に通知し

て、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 

２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると

認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続

行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは必要な費用を負担

しなければならない。 

 

（履行期間の変更方法） 

第１５条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただ

し、協議開始の日から１４日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受

託者に通知する。 

 

（業務委託料の変更方法等） 

第１６条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。た

だし、協議開始の日から１４日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、

受託者に通知する。 

 

 （損害等の負担） 

第１７条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害及び業務の履行のために要し

た費用（この契約において別に定める場合を除く。）については、受託者がその費

用を負担する。ただし、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについて

は、この限りでない。 
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（不可抗力による損害） 

第１８条 委託者又は受託者は、予期することのできない自然災害等当事者のいず

れの責めにも帰することのできない事由（以下「不可抗力」という。）によって履

行の遅延その他の債務不履行が生じた場合であっても、善良な管理者としての注

意をしたものと認められる場合には、その責任を負わない。この場合においては、

その後の措置について双方協議するものとする。 

２ 受託者は、不可抗力により業務の履行に支障が生じたときは、速やかにその状

況を委託者に報告したうえで、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を

とらなければならない。 

３ 委託者は、不可抗力により受託者の業務の履行が困難であると認められるとき

は、この契約を解除することができる。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第１９条 受託者は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠

償の責めを負わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を

及ぼしたときは、委託者がその賠償の責めを負わなければならない。ただし、受

託者が、委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に知

らせなかったときは、この限りでない。 

３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合にお

いては、受託者は速やかに委託者に紛争の状況を報告したうえ、損害の発生又は

拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。 

 

（検査及び引渡し） 

第２０条 受託者は、業務を完了したときは、令和９年３月３１日までにその旨を

委託者に通知しなければならない。 

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日

以内または令和９年３月３１日のどちらか早い日までに検査を行わなければな

らない。 

３ 受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を委託者に引

き渡すものとする。 

４ 受託者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受

けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前

３項の規定を準用する。 
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 （業務委託料の支払） 

第２１条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請

求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算し

て３０日以内に業務委託料を支払わなければならない。 

 

（成果物の品質） 

第２２条 成果物は、引渡し時において、仕様書に定める品質及び性能に適合する

ものであることを要する。 

 

（契約不適合責任） 

第２３条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関し、契約の内容に適

合しないもの（以下「契約不適合」という。）があるときは、受託者に対し、相当

の期間を定めて委託者の指定した方法により成果物の修補又は代替物の納入を

求めることができる。この場合において、民法（明治２９年法律第８９号）第５

６２条第１項但書は適用しない。 

２ 前項の期間内に受託者が成果物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、

委託者は受託者に対して代金の減額を請求することができる。 

３ 前２項の規定は、成果物の契約不適合について、委託者が受託者に対して損害

賠償を請求し又はこの契約を解除することを妨げない。 

４ 第１項において受託者が負うべき責任は、第２０条の規定による委託者の検査

に合格したことをもって免れないものとする。 

 

（損害賠償） 

第２４条 委託者又は受託者は、この契約に違反した場合、これによって相手方に

生じた損害の賠償をしなければならない。ただし、その違反が自らの責めに帰す

ることができない事由によるものであるときはこの限りでない。 

 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第２５条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了すること

ができない場合、受託者は、遅延日数に応じ、業務委託料にこの契約の締結の日

における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）

第８条第１項の規定に基づき財務大臣が定める率（以下「遅延利息の率」という。）

を乗じて計算した額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 
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２ 委託者の責めに帰すべき事由により、第２１条第２項の規定による業務委託料

の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、

遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求すること

ができる。 

３ 前２項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延

利息を支払うことを要せず、その額に１００円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てるものとする。 

 

（委託者の解除権） 

第２６条 委託者は、受託者がこの契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定

めて是正を求める催告後もその期間内にこれを是正しない場合は、受託者の責め

に帰すべき事由の有無を問わず、この契約の全部又は一部を解除することができ

る。 

２ 委託者は、民法第５４２条に定めるもののほか、受託者に次の各号のいずれか

に該当する事由が生じた場合には、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、

何らの催告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、履行期間内に業務を完

了する見込みがないと認められるとき。 

（２）第４条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に

譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供したとき。 

（３）前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約

の目的を達することができないと認められるとき。 

（４）第３０条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

（５）監督官庁から営業の取消、停止又はこれに類する処分を受けたとき。 

（６）差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納

処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。 

（７）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始

又はこれらに類する倒産手続開始の申立てがなされたとき。 

（８）自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき若

しくは支払停止状態に至ったとき。 

（９）解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議を

したことにより、この契約の履行が困難になると認められるとき。 

（１０）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）

又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条に
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おいて同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約に

より生じる権利又は義務を譲渡等したとき。 

（１１）受託者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与し

ている者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は業務委託

を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を、法人格

を有しない団体である場合には代表者その他経営に実質的に関与している

者をいう。以下この号及び第２８条 において同じ。）が暴力団又は暴力団員

であると認められるとき。 

イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をして

いると認められるとき。 

ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

る等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与して

いると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用

する等の行為をしていると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方

がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締

結したと認められるとき。 

キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材

料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除

く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従

わなかったとき。 

（１２）その他前各号に準ずる事由があるとき。 

 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第２７条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料

の１０分の１に相当する額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた金額）を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

（１）前条又は次条の規定によりこの契約が解除された場合 

（２）受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によ

って受託者の債務について履行不能となった場合 
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２ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 

（１）受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成

１６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

（２）受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（３）受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 前条の規定による契約の解除によって、受託者に損害が生じた場合において、

受託者の責めに帰すべき事由がある場合は、委託者は、その損害を賠償する責め

を負わない。 

４ 第１項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額

を超える場合において、委託者がその超える部分について受託者に対し損害賠償

を請求することを妨げない。 

５ 第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わ

る担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもっ

て第１項の違約金に充当することができる。 

 

（談合行為等に対する解除措置） 

第２８条 委託者は、第２６条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号

のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）受託者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条の排除措置命令を受け、

かつ、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）受託者が、独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３にお

いて準用する場合を含む。）の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当

該課徴金納付命令が確定したとき。 

（３）受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止

法第８９条第１項、第９０条（第３号を除く。）若しくは第９５条第１項（第

２号及び第３号を除く。）の刑が確定したとき。 

 

（その他の解除権） 

第２９条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第２６条及び前条の規定による

ほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

37



２ 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼし

たときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額は、こ

の契約の業務委託料相当額を上限とする。 

３ 前項に規定する損害賠償額及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して

定める。ただし、協議の開始の日から１４日以内に協議が調わない場合には、委

託者が定め、受託者に通知するものとする。 

 

（受託者の解除権） 

第３０条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この契約

を解除することができる。 

（１）第１３条の規定により仕様書を変更したため委託料が３分の２以上減少し

たとき。 

（２）第１４条の規定により業務の履行の中止期間が履行期間の１０分の５を超

えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の

部分の委託が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないと

き。 

（３）委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能

となったとき。 

２ 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、

その賠償を委託者に請求することができる。ただし、その損害賠償額は、この契

約の業務委託料相当額を上限とする。 

 

（解除の効果） 

第３１条 この契約が解除された場合には、第１条第３項に規定する委託者及び受

託者の義務は消滅する。 

２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受

託者が既に業務を完了した部分（以下「既履行部分」という。）が可分でありそれ

によって委託者が利益を受けると認めた場合には、既履行部分を検査の上、当該

検査に合格した部分に相応する業務委託料（以下「既履行部分委託料」という。）

を受託者に支払うことができる。 

３ 前項に規定する既履行部分委託料及びその支払期限は、委託者と受託者とが協

議して定める。ただし、協議の開始の日から１４日以内に協議が調わない場合に

は、委託者が定め、受託者に通知する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、第２６条第２項第 10 号に該当することによりこ

の契約が解除された場合は、委託者は、既履行部分委託料の支払いは行わないも

のとする。 
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（契約解除等に伴う措置） 

第３２条 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所

有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去

（委託者に返還する貸与品については、委託者の指定する場所に搬出。以下この

条において同じ。）するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さ

なければならない。 

２ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤

去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わ

って当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合に

おいては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることが

できず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならな

い。 

３ 受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第２６条又は第２８条若し

くは第２９条第１項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が

定め、第３０条の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議

して定めるものとする。 

 

（契約不適合責任期間等） 

第３３条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第２０条第３項の規定による引

渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた後、その不適合を知

った時から１年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害

賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」

という。）をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害賠償額の算定の根

拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告

げることで行う。 

３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項

において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受

託者に通知した場合において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に

規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をし

たものとみなす。 

４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適

合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等

をすることができる。 

39



５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであ

るときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定め

るところによる。 

６ 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１

項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適

合に関する請求をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合がある

ことを知っていたときは、この限りでない。 

 

（専属的管轄裁判所） 

第３４条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（臨機の措置） 

第３５条 受託者は、業務の履行に当たって事件及び事故が発生したとき又は発生

するおそれのあるときは、委託者の指示を受け、又は委託者、受託者協議して臨

機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、

受託者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。 

２ 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を遅滞なく委託者に

通知しなければならない。 

３ 委託者は、事故防止その他業務上特に必要があるときは、受託者に対して臨機

の措置をとることを請求することができる。 

４ 受託者が、第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当

該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが適当でないと認

められる部分については、委託者と受託者とが協議して委託者がそれを負担する

ものとする。 

 

（補則） 

第３６条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者

とが協議して定める。 
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個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 （定義） 

第１条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 （１）個人情報 

    個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」とい

う。）第２条第１項の個人情報をいう。 

 （２）個人情報管理責任者 

    受託者において、本業務委託に係る個人情報の管理に関する責任を担い、

この特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務取扱担当者を監督す

る者をいう。 

 （３）事務取扱担当者 

    受託者において、本委託業務に係る個人情報を取り扱う事務に従事する者

をいう。 

 （４）管理区域 

    個人情報ファイルを取り扱うネットワークの基幹機器及び重要な情報シ

ステムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録

媒体の保管庫をいう。 

（５）取扱区域 

   個人情報を取り扱う場所をいう。 

 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第２条 受託者は、法及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法

律についてのガイドライン（以下「ガイドライン」という。）に基づき、本個人情

報の取扱いに関する特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければなら

ない。 

２ 前項に規定するもののほか、受託者は、個人情報の保護に関する関係法令及び

熊本県後期高齢者医療広域連合（以下「委託者」という。）の例規に基づき、特記

事項を遵守しなければならない。 

 

 （責任体制の整備） 

第３条 受託者は、個人情報の安全管理について、次に掲げる事項を確保するもの

とする。 

  （１）個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者の責任と役割分担を明確にした

実施体制を構築すること。 

別紙 

41



 （２）通常時及び緊急時における委託者との連絡手段及び連絡先等を明確にし、

適切な連絡体制を構築すること。 

２ 受託者は、委託者からの求めがあった場合は、前項第１号に規定する実施体制

に係る実施体制図の内容及び同項第２号に規定する連絡体制の内容について、書

面により委託者に提出しなければならない。 

 

 （個人情報管理責任者等の届出） 

第４条 受託者は、あらかじめ個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を定め、書

面により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を変更する場合の手続を定

めなければならない。 

３ 受託者は、個人情報管理責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に

申請し、その承認を得なければならない。 

４ 受託者は、事務取扱担当者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告

しなければならない。 

５ 事務取扱担当者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項

を遵守しなければならない。 

６ 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者には、個人情報の保護に必

要とされる知識、技術その他の能力を持つ者を配置しなければならない。 

 

 （管理区域及び取扱区域の特定） 

第５条 受託者は、委託者と協議の上、管理区域及び取扱区域を定め、業務の着手

前に書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、管理区域又は取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者

に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められ

た場所から持ち出してはならない。 

 

 （守秘義務） 

第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第

三者（受託者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号

に規定する子会社をいう。）を含む。以下同じ。）に漏らしてはならない。契約期

間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受託者は、本委託業務に関わる個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に対し

て、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。 
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 （再委託） 

第７条 受託者は、本委託業務の第三者への委託（以下「再委託」という。）をして

はならない。 

２ 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場合は、再

委託を受ける事業者（当該個人情報の取扱いの再委託をされた者が更に第三者に

再委託又は委任をする場合は、その末端までの委託又は委任の相手先を含む。以

下「再委託先」という。）の名称、再委託する理由、再委託する業務の内容、再委

託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策

並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、

書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させると

ともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負

うものとする。 

４ 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続

及び方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管

理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対

して適宜報告しなければならない。 

６ 委託者は、再委託先における個人情報の取扱いが適当でないと認めるときは、

受託者に対し、当該再委託先等の指導その他の是正措置を求めることができる。

この場合において、受託者は、速やかにこれに応じるとともに、実施した是正措

置の内容及び結果を書面により委託者に報告するものとする。 

 

 （派遣労働者の利用時の措置） 

第８条 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働

者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守さ

せなければならない。 

２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果に

ついて責任を負うものとする。 

 

 （個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に関する措置請求） 

第９条 委託者は、受託者の事務取扱担当者（第７条第２項の規定により再委託が

された場合は、再委託先における個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に相当

する者を含む。以下同じ。）が本委託業務の履行等につき著しく不適当と認めら

れる場合は、その事由を明示して、受託者に対して必要な措置をとるべきことを

請求することができる。 
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２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につい

て必要な調査を行った上で同項の措置を行わなければならない。この場合におい

て、受託者は、行った措置の内容及び結果について、請求を受けた日から１０日

以内に委託者に通知しなければならない。 

 

 （個人情報の管理） 

第１０条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、

ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定め

るところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

  （１）個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する事務取扱

担当者を明確化し、取扱規程等を作成すること。 

  （２）組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整

備、取扱状況の把握、安全管理措置及び個人情報に係る漏えい、滅失、毀損

その他の法違反の事案（以下「漏えい等」という。）に対応する体制を整備し、

必要に応じてこれを見直すこと。 

 （３）事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。 

  （４）取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱

いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を

行うこと。 

  （５）アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防

止及び情報漏えい等の防止を行うこと。 

 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務

以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

２ 受託者は、委託業務の遂行上、個人情報の加工、複写又は複製をする必要があ

るときは、あらかじめ委託者から書面による許諾を得なければならない。この場

合において、受託者は、その目的及び加工の内容、複写する部数、複製するデー

タ件数等を書面により委託者に提出しなければならない。 

 

 （受渡し） 

第１２条 受託者は、委託者及び受託者間の電磁的記録媒体や文書等による個人情

報の受渡しに関しては、委託者が指定した事務取扱担当者、手段、日時及び場所

で行った上で、委託者に個人情報の預り証を提出しなければならない。ただし、

委託者が所管する個人情報を取り扱う情報システム又は機器等での個人情報の
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受渡しに関しては、当該情報システム又は機器等内でのみ個人情報を取り扱う場

合に限り、個人情報の預り証の提出を省略することができる。 

 

 （個人情報の返還又は廃棄） 

第１３条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情

報について、仕様書に定める方法及び委託者が書面により通知した方法により、

返還又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、

事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法

及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合

は、これに応じなければならない。 

４ 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報

が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能

とするのに必要な措置を講じなければならない。 

５ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、

担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しな

ければならない。 

 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１４条 受託者は、委託者と協議の上、個人情報の取扱いの状況に関する定期報

告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 

 

 （監査及び調査） 

第１５条 委託者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定

に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受託

者に対して、履行期間中に少なくとも１回以上、監査又は調査を行うことができ

る。 

２ 委託者は、受託者による再委託先への監査又は調査の実施を求めることができ

る。この場合において、受託者は、これに協力するものとする。また、受託者に

よる再委託先への監査又は調査の実施にあたっては、受託者及び委託者が認めた

者が立ち会うものとする。 

３ 委託者は、前２項の目的を達成するため、受託者に対して必要な情報を求め、

又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 

 （事故時の対応） 
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第１６条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、そ

の事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に

関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、

委託者の指示に従わなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等が発生した場合に備え、委託者その他の関係者

との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に

実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 委託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、必要に応

じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

４ 前項の場合において、受託者は、委託者に対して異議を述べ、又はこれにより

生じた損害を請求することができないものとする。 

５ 受託者は、委託者が個人情報保護委員会又は主務大臣に漏えい等又はそのおそ

れがあることを報告するに当たってその要請を受けたときは、委託者と共同して

報告をするとともに、再委託先があるときは、当該再委託先に委託者と共同して

報告をさせるものとする。 

６ 漏えい等に関し、第三者（委託者の職員を含む。以下この条において同じ。）か

ら、訴訟上又は訴訟外において、委託者に対する損害賠償等の請求がなされた場

合は、受託者は、当該請求の調査、解決等について、合理的な範囲で委託者に協

力するものとする。 

７ 前項に規定する第三者から委託者に対する請求が、受託者の責任の範囲に属す

るときは、受託者は、委託者が当該請求を解決するのに要した一切の費用を負担

する。 

８ 漏えい等に関し、第三者から訴訟上又は訴訟外において、受託者に対する損害

賠償等の請求がなされた場合、受託者は、当該請求を受けた日又は当該請求がな

された事実を認識した日から５日以内に、委託者に対し、当該請求がなされた事

実及び当該請求の内容を書面で通知するものとする。 

９ 委託者が必要と判断するときは、委託者は、受託者に対し、相当かつ合理的と

認められる範囲で、前項の請求に対して受託者が行う対応への指示又は援助を行

うことができる。 

 

 （契約解除） 

第１７条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契

約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、

委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 
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 （損害賠償） 

第１８条 受託者の故意又は過失により、委託者に対する損害を発生させた場合は、

受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。 

 

 （損害賠償額の予定） 

第１９条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生

及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の１００分の１

０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた金額）を違約金（損害賠償額の予定）として請求するものとする。この

場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなけ

ればならない。 

２ 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額（直接委託者に生じた損害額に加

え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費

用を含むが、これに限られない。）が同項に規定する違約金の金額を超える場合

において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求するこ

とを妨げるものではない。 

 

 （契約終了後におけるこの特記事項の効力） 

第２０条 第６条、第１３条、第１６条、第１８条及び前条の規定は、この契約が

終了し、又は解除された後においても、引き続きその効力を有する。 
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